
次のとおり一般競争入札に付します。 

経理責任者

独立行政法人地域医療機能推進機構

埼玉メディカルセンター

院　長　　吉田  武史

◎調達機関番号　903 ◎所在地番号　11

１競争に付する事項

品目分類番号　26

調達件名及び数量 電気需給契約 一式

①埼玉メディカルセンターで使用する電気の調達

予定契約電力 ： ｋＷ（２０１９年８月時点）

予定使用電力量 ： ｋＷｈ

②埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設で使用する電気の調達

予定契約電力 ： ｋＷ（２０１９年８月時点）

予定使用電力量 ： ｋＷｈ

③埼玉メディカルセンター職員宿舎（みずき寮）で使用する電気の調達

予定契約電力 ： ｋＷ（２０１９年８月時点）

予定使用電力量 ： ｋＷｈ

調達案件の仕様等

入札説明書及び仕様書による 

履行期間

２０２０年６月１日から２０２１年５月３１日（１年間）

需要場所

①埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－９－３

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター

②埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－２－７

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設

③埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－２－２２

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター職員宿舎（みずき寮）
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入札方法

※

２競争に参加する者の必要資格に関する事項

①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③船員保険

④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険

旧運営委託法人と関連のある法人でないこと。

(8)

(9)

(10)

(11)

　入札書に記載する金額の算定に当たっては、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額
及び太陽光発電促進付加金並びに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。

電気事業法第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得ている者又は同
法第１６条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者で
あること。ただし、２０２０年６月１日（契約締結予定日）に電気事業法第２条の２の規
定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。

(5)

独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務細則」という。）
第５条及び第６条の規定に該当しないものであること。

厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の販売」のうちＡ、Ｂ又は
Ｃ、Ｄの等級に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去３年間において虚偽
の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪
化したもの等については、競争に参加させないことがある。

次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近
２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。

各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日
が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の
場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認められて
いるものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。

(2)

(1)

（注）

(4)

(3)

　入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（月額基本料金
単価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠とし、あらかじめ当院が別
途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の使用期
間に対する年間総価を入札金額とすること。
　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額とする｡）をもって評価するので、入札者は､消費税及び地方消費税に係る課税事業者
であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金
額を記載した入札書を提出すること。

(6) 経理責任者が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出原単位、未利用エネルギーの
活用、再生可能エネルギーの導人、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネル
ギー・節電に関する情報提供の取組に関し、別紙３に掲げる入札適合条件を満たすこと。

独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規定第２条の各号に該
当しないものであること。

(7) 過去３年間において、日本国内に当センター同等規模の電力供給実績、あるいはそれに準
ずると経理責任者が認める実績を有する者。

本公告に示した物品及び数量を確実に納入し得ること。

調達物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていること。
病院業務の特質性から計器交換などの際に停電を伴わない作業を行うこと。ただし、やむ
おえず停電を伴う交換が必要な際は、病院側と十分な協議の上、行うこと。）

(6)



３契約条項を示す場所

〒３３０－００７４　埼玉県さいたま市浦和区北浦和４丁目９番地３号 

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター　３階　経理課契約係 

電話 ０４８－８３２－４９５１　　ＦＡＸ　０４８－８２２－３６０２

４競争入札執行の場所及び日時

入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

上記３に同じ。

質疑 １２：００までに、電子メールにて提出。

電話・口頭での質問は一切受け付けません。

質疑の回答は、 までに電子メールにて回答します。

質疑用メールアドレス：　k-yaku@saitama.jcho.go.jp

入札書の受領期限

２０１９年１１月２２日（金） １７時００分

競争参加資格提出期限 

１２時００分（郵送する場合には期限までに必着のこと） 

入札執行日時及び場所 

５その他必要な事項 

入札保証金及び契約保証金 　「免除」 

入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」 

入札者に要求される事項 

入札の無効

契約書作成の要否 「要」 

落札者の決定方法 

詳細は入札説明書による。(8)

提出された応募書類は返却しない。また、入札に参加しなかった場合は、配布した書類一
式を速やかに当院に返却すること。

(5)

(6)

この一般競争に参加を希望する者は、上記２の競争参加資格に関する証明書等及び仕様書
において定めるものを添付して競争参加資格提出期限内に提出しなければならない。
入札者は開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるもの等について
説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

(1)

(3)

(1)

(4)

(2)

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行
しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(7)

(2)

(3)

(4)

２０１９年１１月２２日(金)

２０１９年１１月２５日(月)

２０１９年１１月２９日(金) １１時００分 大会議室３

２０１９年１１月２１日(木)

本公告に示した物品を納入できると経理責任書が判断した資料を添付して入札書を提出し
た入札者であって、契約細則第34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内
で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。



Summary

Nature and quantity of the products to be purchased : 

Electricity to be used in Japan Community Health Care Organization 

Saitama Medical Center 1 set

Time-limit for tender : 5:00 P.M.November 22,2019

Contact point for the notice : Hideyuki Yoshida,Accounting Division,

Japan Community Health Care Organization Saitama Medical Center,4-9-3

Kitaurawa Urawa-ku Saitama-shi,Saitama,330-0074,TEL 048-832-4951

(1)

(2)

(3)


